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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ダイオードを含んで成る太陽電池であって、
　基板上に形成され、ｐ型不純物又はｎ型不純物が導入されている多結晶シリコン層と、
　一端が前記多結晶シリコン層に接続され、前記多結晶シリコン層の各シリコン粒子から
伸びて形成されたナノチューブを含み、
　前記ナノチューブの他端側の部分に、前記多結晶シリコン層とは逆導電型の不純物が導
入されており、
　前記多結晶シリコン層と、前記ナノチューブの他端側の部分により、前記ダイオードの
不純物領域が構成されている
　ことを特徴とする太陽電池。
【請求項２】
　前記基板上の前記ダイオードの全体の厚さが３μｍ以下であることを特徴とする請求項
１に記載の太陽電池。
【請求項３】
　ダイオードを含んで成るセンサであって、
　基板上に形成され、ｐ型不純物又はｎ型不純物が導入されている多結晶シリコン層と、
　一端が前記多結晶シリコン層に接続され、前記多結晶シリコン層の各シリコン粒子から
伸びて形成されたナノチューブを含み、
　前記ナノチューブの他端側の部分に、前記多結晶シリコン層とは逆導電型の不純物が導
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入されており、
　前記多結晶シリコン層と、前記ナノチューブの他端側の部分により、前記ダイオードの
不純物領域が構成されている
　ことを特徴とするセンサ。
【請求項４】
　基板上に形成され、ｐ型不純物又はｎ型不純物が導入されている多結晶シリコン層と、
　一端が前記多結晶シリコン層に接続され、前記多結晶シリコン層の各シリコン粒子から
伸びて形成されたナノチューブを含み、
　前記ナノチューブの他端側の部分に、前記多結晶シリコン層とは逆導電型の不純物が導
入されており、
　前記多結晶シリコン層と、前記ナノチューブの他端側の部分により、不純物領域が構成
されている
　ことを特徴とするダイオード。
【請求項５】
　前記多結晶シリコン層は、各粒子の表面が（１１１）面にほぼ揃っており、前記ナノチ
ューブが前記多結晶シリコン層の表面に対してほぼ垂直に伸びていることを特徴とする請
求項４に記載のダイオード。
【請求項６】
　基板上に、ｐ型不純物又はｎ型不純物が導入されているアモルファスシリコン層を形成
する工程と、
　前記アモルファスシリコン層を加熱して結晶化することにより多結晶シリコン層を形成
する工程と、
　前記多結晶シリコン層上に、触媒金属膜を形成する工程と、
　前記多結晶シリコン層の各シリコン粒子からナノチューブを成長させる工程と、
　前記ナノチューブの他端側の部分に、イオン注入により、前記多結晶シリコン層とは逆
導電型の不純物を導入する工程とを有する
　ことを特徴とするダイオードの製造方法。
【請求項７】
　前記アモルファスシリコン層の狭い領域を局所的に加熱結晶化して、その領域の表面を
（１１１）面にした後に、加熱して前記アモルファスシリコン層全体を結晶化することに
より、各粒子の表面が（１１１）面にほぼ揃った多結晶シリコン層を形成することを特徴
とする請求項６に記載のダイオードの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ナノチューブから成るダイオードを備えた、太陽電池やセンサに係わる。ま
た、本発明は、ナノチューブから成るダイオード及びその製造方法に係わる。
【背景技術】
【０００２】
　一般的な半導体装置では、シリコン基板に、もしくは、シリコン基板上のシリコンエピ
タキシャル層に、ダイオードやトランジスタ等の能動素子を形成している。
【０００３】
　これに対して、液晶ディスプレイやプラズマディスプレイ等のディスプレイ装置におい
ては、大面積のディスプレイにトランジスタを形成するために、画素の駆動を薄膜トラン
ジスタ（ＴＦＴ）で行っている。
　そして、薄膜トランジスタは、ガラス基板上にシリコン薄膜を形成して、このシリコン
薄膜にトランジスタのチャネル及びソース／ドレインを形成していた。
　さらに、軽量化やコスト低減を図ることを目的として、薄膜トランジスタの基板にプラ
スチックを用いることが提案されている（例えば、特許文献１を参照。）。
【０００４】
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　プラスチック基板上に薄膜トランジスタを形成する方法としては、ガラス基板上に形成
する場合と同様に、プラスチック基板の上に、ＳｉＯ２等の層を介して、薄膜トランジス
タを構成するシリコン薄膜を形成していた。
【０００５】
　ところで、一つのガラス基板上に、ディスプレイとしての画素及び周辺回路のみだけで
なく、さらに、機能センサ、メモリ、Ａ／Ｄ(Analog/Digital)、Ｄ／Ａコンバータ、さら
にはＣＰＵ（Central Processor Unit)等、様々な機能を有する回路素子を集積すること
が要望されてきている。
【０００６】
　しかしながら、基板上に形成したシリコン薄膜に、それぞれの回路素子の不純物領域を
形成すると、各不純物領域がシリコン薄膜の膜面方向に沿ってある程度の面積を必要とす
る。そのため、小さい面積内に多くの回路素子を集積することが難しく、集積化には限界
がある。
【０００７】
　また、薄膜トランジスタのシリコン薄膜は、アモルファス状態であるため、キャリアの
移動度をあまり高くすることができない。
【０００８】
　そこで、例えば、シリコンナノチューブ（シリコンナノワイヤ）を形成することにより
、キャリアの移動度の高い回路素子を構成することが提案されている（例えば、特許文献
２～特許文献４を参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００２－２３１６５４号公報
【特許文献２】特開２００６－２２５２５８号公報
【特許文献３】特開２００７－２６０８９６号公報
【特許文献４】特表２００７－５０１５２５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、提案されているシリコンナノチューブ（シリコンナノワイヤ）の構成は
、シリコン基板上に形成されているので、ディスプレイ装置等、シリコン基板ではなく、
絶縁性基板を使用する装置には適用することができない。
【００１１】
　一方、太陽電池やセンサにおいては、光電変換の効率を高めることが求められるが、従
来提案されているアモルファスシリコンを使用した太陽電池では、光電変換の効率をあま
り高くすることができない。
【００１２】
　アモルファスシリコンの代わりに、シリコンナノチューブを使用すれば、太陽電池等の
光電変換の効率を高めることが可能であると期待できる。
　しかしながら、前述したように、提案されているシリコンナノチューブ（シリコンナノ
ワイヤ）の構成は、シリコン基板上に形成されており、絶縁性基板を使用する装置には適
用することができないので、太陽電池の大面積化が困難である。そのため、低いコストで
安価に太陽電池を構成することができない。
【００１３】
　上述した問題の解決のために、本発明においては、ナノチューブを用いることにより光
電変換の効率が高く、かつ、大面積化が可能である、太陽電池やセンサを提供するもので
ある。また、ナノチューブを用いた、ダイオード及びその製造方法を提供するものである
。
【課題を解決するための手段】
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【００１４】
　本発明の太陽電池は、ダイオードを含んで成り、基板上に形成されておりｐ型不純物又
はｎ型不純物が導入されている多結晶シリコン層と、一端が多結晶シリコン層に接続され
、多結晶シリコン層の各シリコン粒子から伸びて形成されたナノチューブを含み、ナノチ
ューブの他端側の部分に、多結晶シリコン層とは逆導電型の不純物が導入されており、多
結晶シリコン層と、ナノチューブの他端側の部分により、ダイオードの不純物領域が構成
されているものである。
【００１５】
　本発明のセンサは、ダイオードを含んで成り、基板上に形成されておりｐ型不純物又は
ｎ型不純物が導入されている多結晶シリコン層と、一端が多結晶シリコン層に接続され、
多結晶シリコン層の各シリコン粒子から伸びて形成されたナノチューブを含み、ナノチュ
ーブの他端側の部分に、多結晶シリコン層とは逆導電型の不純物が導入されており、多結
晶シリコン層と、ナノチューブの他端側の部分により、ダイオードの不純物領域が構成さ
れているものである。
【００１６】
　本発明のダイオードは、基板上に形成されておりｐ型不純物又はｎ型不純物が導入され
ている多結晶シリコン層と、一端が多結晶シリコン層に接続され、多結晶シリコン層の各
シリコン粒子から伸びて形成されたナノチューブを含み、ナノチューブの他端側の部分に
、多結晶シリコン層とは逆導電型の不純物が導入されており、多結晶シリコン層と、ナノ
チューブの他端側の部分により、不純物領域が構成されているものである。
【００１７】
　本発明のダイオードの製造方法は、基板上に、ｐ型不純物又はｎ型不純物が導入されて
いるアモルファスシリコン層を形成する工程と、このアモルファスシリコン層を加熱して
結晶化することにより多結晶シリコン層を形成する工程と、この多結晶シリコン層上に、
触媒金属膜を形成する工程と、多結晶シリコン層の各シリコン粒子からナノチューブを成
長させる工程と、ナノチューブの他端側の部分に、イオン注入により、多結晶シリコン層
とは逆導電型の不純物を導入する工程とを有する。
【００１８】
　上述の本発明の太陽電池の構成によれば、ｎ型不純物が導入されている多結晶シリコン
層に一端が接続された、ナノチューブの他端側の部分に、多結晶シリコン層とは逆導電型
の不純物が導入され、多結晶シリコン層と、ナノチューブの他端側の部分により、ダイオ
ードの不純物領域が構成されている。
　多結晶シリコン層及びナノチューブの他端側の部分によって、ダイオードの不純物領域
が構成されていることにより、ナノチューブの縦方向（上下方向）の結晶性が優れている
ので、キャリアの移動度が高くなり、またキャリアの寿命が長くなる。
　また、ナノチューブによって縦方向（上下方向）にダイオードが形成されているので、
薄膜トランジスタのシリコン層にダイオードを形成した構成と比較して、ダイオードが占
める面積を低減することができる。
【００１９】
　上述の本発明のセンサの構成によれば、ｎ型不純物が導入されている多結晶シリコン層
に一端が接続された、ナノチューブの他端側の部分に、多結晶シリコン層とは逆導電型の
不純物が導入され、多結晶シリコン層と、ナノチューブの他端側の部分により、ダイオー
ドの不純物領域が構成されている。
　多結晶シリコン層及びナノチューブの他端側の部分によって、ダイオードの不純物領域
が構成されていることにより、ナノチューブの縦方向（上下方向）の結晶性が優れている
ので、キャリアの移動度が高くなり、またキャリアの寿命が長くなる。
　また、ナノチューブによって縦方向（上下方向）にダイオードが形成されているので、
薄膜トランジスタのシリコン層にダイオードを形成した構成と比較して、ダイオードが占
める面積を低減することができる。
【００２０】
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　上述の本発明のダイオードの構成によれば、ｎ型不純物が導入されている多結晶シリコ
ン層に一端が接続された、ナノチューブの他端側の部分に、多結晶シリコン層とは逆導電
型の不純物が導入され、多結晶シリコン層と、ナノチューブの他端側の部分により不純物
領域が構成されている。
　多結晶シリコン層及びナノチューブの他端側の部分によって、ダイオードの不純物領域
が構成されていることにより、ナノチューブの縦方向（上下方向）の結晶性が優れている
ので、キャリアの移動度が高くなり、またキャリアの寿命が長くなる。
　また、ナノチューブによって縦方向（上下方向）にダイオードが形成されているので、
薄膜トランジスタのシリコン層にダイオードを形成した構成と比較して、ダイオードが占
める面積を低減することができる。
【００２１】
　上述の本発明のダイオードの製造方法によれば、ｐ型不純物又はｎ型不純物が導入され
ているアモルファスシリコン層を加熱して結晶化して多結晶シリコン層を形成するので、
比較的大きい粒子を有し、不純物が導入された多結晶シリコンを形成することができる。
　また、多結晶シリコン層の各シリコン粒子からナノチューブを成長させて、このナノチ
ューブの他端側の部分に、イオン注入によって多結晶シリコン層とは逆導電型の不純物を
導入することにより、多結晶シリコン層とナノチューブの他端側の部分により不純物領域
が構成されたダイオードを製造することができる。
【発明の効果】
【００２２】
　上述の本発明の太陽電池の構成によれば、太陽電池を構成するダイオードのキャリアの
移動度が高いので、太陽電池の光電変換効率を高めることができる。また、ダイオードが
占める面積を少なくして太陽電池の集積度を高めることができる。これにより、太陽電池
のセルの小型化を図ることができる。
　さらに、基板の材料にガラスやプラスチック等を使用すれば、太陽電池の大面積化を図
ることが可能になる。
【００２３】
　上述の本発明のセンサの構成によれば、センサを構成するダイオードのキャリアの移動
度が高く、またキャリアの寿命が長いので、センサの光電変換効率を高めてロスを少なく
することができるので、センサの感度を向上することができる。また、ダイオードが占め
る面積を少なくしてセンサの集積度を高めることができる。これにより、センサの小型化
を図ることができる。
【００２４】
　上述の本発明のダイオードの構成によれば、キャリアの移動度が高くなり、またキャリ
アの寿命が長くなることから、ダイオードに流れる電流量を増やすことや、ダイオードの
動作を速くすることが可能になると考えられる。また、ダイオードが占める面積を少なく
して、ダイオードを含む装置の集積度を高めることができるので、ダイオードを含む装置
の小型化を図ることができる。
【００２５】
　上述の本発明のダイオードの製造方法によれば、多結晶シリコン層とナノチューブの他
端側の部分により不純物領域が構成されたダイオードを製造することができる。これによ
り、キャリアの移動度が高く、集積度を高めることができるダイオードを製造することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の太陽電池の第１の実施の形態の概略構成図である。
【図２】Ａ～Ｄ　図１の太陽電池の製造方法を示す製造工程図である。
【図３】Ｅ～Ｇ　図１の太陽電池の製造方法を示す製造工程図である。
【図４】本発明の太陽電池の第２の実施の形態の概略構成図である。
【図５】本発明の太陽電池の第３の実施の形態の概略構成図である。
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【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、発明を実施するための最良の形態（以下、実施の形態とする）について説明する
。
　本発明の太陽電池の第１の実施の形態の概略構成図を、図１に示す。
【００２８】
　この太陽電池１０は、絶縁性基板１と、その上の金属電極層２と、その上の多結晶シリ
コン層３と、多結晶シリコン層３から上方に伸びるナノチューブ４と、ナノチューブ４の
上に形成された透明電極層５と、透明電極層５の一部上に形成された金属電極層６を含ん
で成る。
【００２９】
　絶縁性基板１には、ガラスやプラスチック（樹脂）を使用することができる。プラスチ
ックとしては、例えば、ＰＥＳ（ポリエーテルサルファイド）やＰＥＮ（ポリエチレンナ
フタレート）を使用することができる。
　下層の金属電極層２や上層の金属電極層６には、半導体装置等に一般的に使用されてい
る金属電極材料を使用することができる。
　透明電極層５には、ＩＴＯ（インジウム錫酸化物）等の透明な導電性材料を使用するこ
とができる。
【００３０】
　下層の金属電極層２は、反射層を兼ねており、入射した光を金属電極層２で反射させる
ことによって光路長を伸ばして、そのため、下層の金属電極層２には、反射率の高い金属
を使用することが望ましい。
【００３１】
　多結晶シリコン層３は、比較的大きい粒子（例えば、粒径が１００ｎｍ～２００ｎｍ）
が形成されている。
　そして、多結晶シリコン層３の各結晶粒子に、ナノチューブ４の一端（下端）が接続さ
れている。また、多結晶シリコン層３には、ｎ型不純物がドープされて、ｎ＋となってい
る。
　多結晶シリコン層３の厚さは、１００ｎｍ以下であることが好ましい。
　多結晶シリコン層３のｎ型不純物の不純物濃度は、１×１０１５ｃｍ－２以上の高濃度
であることが望ましい。
【００３２】
　ナノチューブ４は、シリコン、もしくは、ＳｉＧｅ等のシリコンに他の元素が導入され
た材料で形成されている。
　また、このナノチューブ４の上端部４ｐには、ｎ型の多結晶シリコン層３とは反対導電
型である、ｐ型の不純物が導入されて、ｐ＋領域が形成されている。
　ナノチューブ４の上端部４ｐ以外の部分は、図示しないが、不純物が導入されていない
ｉ型半導体、もしくは、ごく低濃度のｎ型半導体となっている。
【００３３】
　そして、ｎ型の多結晶シリコン層３とナノチューブ４とナノチューブ４の上端部（ｐ型
の部分）４ｐとにより、ＰＩＮ型のダイオードが構成されている。
【００３４】
　ＰＩＮ型のダイオードを構成する、ｎ型の多結晶シリコン層３及びナノチューブ４は、
合わせた高さ（ダイオードの厚さ）が３μｍ以下であることが好ましく、より好ましくは
２μｍ以下とする。この範囲内の高さであれば、充分に高い光電変換効率を得ることがで
きる。
【００３５】
　図１の太陽電池１０は、例えば次のようにして、製造することができる。
　まず、図２Ａに示すように、絶縁性基板１の上に、金属電極層２を形成する。
【００３６】
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　次に、図２Ｂに示すように、金属電極層２の上に、スパッタ法（ＲＦスパッタ法やＤＣ
スパッタ法）、又はＣＶＤ法（熱ＣＶＤ法、ＣＡＴＣＶＤ法、ＰＥＣＶＤ法、ＵＨＶＣＶ
Ｄ法等）によって、アモルファスのシリコン層１１を形成する。シリコン層１１の厚さは
、１００ｎｍ以下とすることが好ましい。
　このシリコン層１１を形成する際に、同時にｎ型不純物をドープしても構わない。
　シリコン層１１の形成時に同時にｎ型不純物をドープしていない場合には、続いて、イ
オン注入等により、シリコン層１１にｎ型不純物をドープする。
　なお、絶縁性基板１として、プラスチックを使用する場合には、シリコン層１１をスパ
ッタ法により形成する。これにより、シリコン層１１を低温で形成することができるため
、プラスチックへの熱に悪影響を及ぼすことがない。
【００３７】
　次に、レーザアニール法、例えばＥＬＡ（エキシマレーザアニール）法により、シリコ
ン層１１を結晶化させる。シリコン層１１にｎ型不純物が導入されているので、図２Ｃに
示すように、比較的大きい粒子から成る多結晶シリコン層３を形成することができる。
【００３８】
　次に、図２Ｄに示すように、多結晶シリコン層３の上に薄く（例えば膜厚３０ｎｍ以下
で）、触媒金属膜１２、例えばＡｕ膜を、例えば蒸着法により形成する。
【００３９】
　次に、スパッタ法（ＲＦスパッタ法やＤＣスパッタ法）、又はＣＶＤ法（熱ＣＶＤ法、
ＣＡＴＣＶＤ法、ＰＥＣＶＤ法、ＵＨＶＣＶＤ法等）によって、図３Ｅに示すように、ナ
ノチューブ４を成長させる。
　なお、絶縁性基板１として、プラスチックを使用する場合には、スパッタ法によりナノ
チューブ４を成長させる。
　スパッタ法を採用する場合には、スパッタ用Ａｒガスの分圧及び流量を低めに設定する
ことが好ましい。
　ＣＶＤ法を採用する場合には、高い到達真空度にした後に、微量のＳｉＨ４ガスを流し
てナノチューブ４を成長させる。このとき、３００℃～４００℃で加熱させながら、ナノ
チューブ４を成長させることにより、結晶性に優れたナノチューブを形成することができ
る。プラスチック基板上に形成する場合には、最近は３００℃以上の耐熱性の樹脂も開発
されつつあるが、できるだけ基板に損傷を与えないで成長を促進するために、ＩＲ（赤外
線）パルス加熱ＣＶＤ法やパルスレーザアニール法を採用すると、プロセスの低温化にさ
らに有効になる。
【００４０】
　なお、ナノチューブ４の成長を終了させたときに、触媒金属膜１２のＡｕ等が残ってい
ることがある。成長方法によって、ナノチューブ４の根元に残る場合と、ナノチューブ４
の上端に残る場合とがある。ナノチューブ４の上端にＡｕ等が残っている場合には、上端
部に不純物を導入する際の妨げにならないように、必要に応じて、ナノチューブ４の上端
に残ったＡｕ等を除去しておく。
【００４１】
　次に、図３Ｆに示すように、ナノチューブ４の上端部４ｐに、イオン注入１３によりｐ
型不純物（ホウ素等）を導入する。ｐ型不純物の濃度は、好ましくは１×１０１５～１×
１０１７ｃｍ－２の範囲内とする。
　その後、熱アニールやＲＴＡ、レーザアニール等により、導入した不純物を活性化させ
る。
　さらに、必要に応じて、水素雰囲気中でアニールを行い、欠陥部を改善させる。この工
程は、例えば、ＲＴＡ法の窒素の代わりに水素を使用して行ってもよく、水素イオンのイ
オン注入を行った後に水素が再放出されない温度で熱処理して行ってもよい。
【００４２】
　次に、図３Ｇに示すように、ナノチューブ４上に、ＩＴＯ等の透明電極層５を形成する
。
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　さらに、透明電極層５の上に金属電極層６を形成した後、金属電極層６をパターニング
して、金属電極層６が透明電極層５の一部上に残るようにする。
　このようにして、図１に示した太陽電池１０を製造することができる。
【００４３】
　ところで、多結晶シリコン層３のシリコン粒子の表面の面方位が（１１１）面であると
、ナノチューブ４が多結晶シリコン層３の表面に垂直に成長する。
　多結晶シリコン層３のシリコン粒子の表面が（１１０）面である場合には、ナノチュー
ブが斜めに成長する。
　従って、上述の製造方法において、多結晶シリコン層３のシリコン粒子の表面の面方位
を（１１１）面に揃えておくと、ほとんどのナノチューブ４が多結晶シリコン層３の表面
に垂直に成長する。レーザ結晶化の条件等により、（１１１）面が優先方位となるように
、多結晶シリコン層３を形成することが可能であるが、例えば、アモルファスシリコン層
の狭い領域（約０．３μｍ以下）を局所的に加熱結晶化すると、その領域の表面が（１１
１）面になる。その後、加熱して全体を結晶化すると、他の部分も表面が（１１１）面に
揃う。
【００４４】
　また、多結晶シリコン層３の表面上の規則的な位置に一定の間隔で、表面に垂直に伸び
るナノチューブ４を形成することも可能である。そのためには、例えば、ＣＯＬＮＡ（Co
mpulsive Localized Nucleation of grains in Sifilm by Excimer Laser Annealing）法
によって、シリコン層１１を結晶化させて、さらにシリコン層１１が溶融しない条件でＥ
ＬＡ法を行えばよい（例えば、T. Noguchi and Y. Ikeda,Proc. of Sony Research Forum
,p.200,1992を参照）。
【００４５】
　なお、図１では、多結晶シリコン層３がｎ型で、ナノチューブ４の上端部４ｐがｐ型と
なっているが、これらを逆導電型にして、多結晶シリコン層をｐ型、ナノチューブの上端
部をｎ型としても構わない。
　シリコン層１１にｐ型不純物が導入されている場合にも、ｎ型不純物が導入されている
場合と同様に、結晶化によって、比較的大きい粒子から成る多結晶シリコン層３を形成す
ることができる。
【００４６】
　上述の本実施の形態の太陽電池１０の構成によれば、多結晶シリコン層３及びナノチュ
ーブ４によってＰＩＮ型ダイオードが構成されている。これにより、ナノチューブ４の縦
方向（上下方向）の結晶性が優れているので、キャリアの移動度が高く、太陽電池１０の
光電変換効率を高めることができる。
【００４７】
　また、本実施の形態の太陽電池１０の構成によれば、ナノチューブ４によって縦方向に
ダイオードが形成されている。これにより、薄膜トランジスタのシリコン層にダイオード
を形成した構成と比較して、ダイオードが占める面積を低減することができるため、太陽
電池１０の集積度を高めることができる。
　従って、太陽電池１０のセルの小型化を図ることができる。
　さらに、絶縁性基板１として、例えばガラスやプラスチックを使用すれば、太陽電池１
０の大面積化を図ることが可能になる。
【００４８】
　なお、ナノチューブ４を、シリコンにＧｅを混入させたＳｉＧｅにより形成した場合に
は、Ｇｅが大きい吸収係数と狭いバンドギャップを有しているので、Ｇｅを混入させるこ
とにより、キャリア移動度を高くして、またキャリアの寿命を向上させることができる。
この場合、より薄い膜厚の条件下で、また、太陽電池１０の変換効率や光センサの感度を
向上することができる。
【００４９】
　本発明の太陽電池の第２の実施の形態の概略構成図を、図４に示す。
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　この第２の実施の形態の太陽電池２０では、絶縁性基板１と金属電極層２との間に、酸
化シリコン層７が形成されている。
　その他の構成は、図１に示した第１の実施の形態の太陽電池１０と同様であるので、同
一符号を付して、重複説明を省略する。
【００５０】
　本実施の形態では、絶縁性基板１と金属電極層２との間に酸化シリコン層７を形成して
いる。これにより、多結晶シリコン層３の結晶化の際の熱が、絶縁性基板１に伝わりにく
くなる。
【００５１】
　本発明の太陽電池の第３の実施の形態の概略構成図を、図５に示す。
　この第３の実施の形態の太陽電池２０では、ナノチューブ４の上端部と、上層の透明電
極との間に、アモルファスシリコン層８が形成されている。そして、アモルファスシリコ
ン層８の下部にはｎ型の不純物が導入されており、アモルファスシリコン層８の上部には
ｐ型の不純物が導入されており、アモルファスシリコン層８全体によってＰＩＮ型ダイオ
ードが構成されている。
　その他の構成は、図１に示した第１の実施の形態の太陽電池１０と同様であるので、同
一符号を付して、重複説明を省略する。
【００５２】
　本実施の形態では、ナノチューブ４の上に、ＰＩＮ型ダイオードが構成されているアモ
ルファスシリコン層８が形成されているので、ナノチューブ４のＰＩＮ型ダイオードと合
わせて、いわゆるタンデム構造となっている。
　このようなタンデム構造とすることにより、アモルファスシリコン層８と、結晶性シリ
コンから成るナノチューブ４とで禁制帯幅が異なるので、吸収可能な波長帯域を広げて、
光電変換のエネルギー変換効率をさらに上げることが可能になる。また、開放端電圧（Ｖ

ＯＣ）を高くすることが可能になる。
　なお、本実施の形態において、タンデム構造の２段のダイオードの全体の薄膜の厚さ（
ナノチューブ及び薄膜アモルファスシリコンの合計の厚さ）を３μｍ以下（例えば、２μ
ｍ）とすることが望ましく、さらに２μｍ以下とすることがより望ましい。
【００５３】
　なお、本実施の形態において、ナノチューブやアモルファス層を、Ｇｅを含有するＳｉ
Ｇｅによって形成しても構わない。
　例えば、ナノチューブ側をＳｉＧｅとして、アモルファス層をＳｉとすると、これらの
吸収波長域が異なるので、吸収可能な波長帯域を広げて、光電変換の効率をさらに上げる
ことが可能になる。
【００５４】
　また、本実施の形態において、導入する不純物の組み合わせを図５とは逆導電型（多結
晶シリコン層３からｐ型・ｎ型・ｐ型・ｎ型の順序）としても、構わない。
【００５５】
　上述の各実施の形態では、ナノチューブ４にＰＩＮ型ダイオードを形成していたが、ナ
ノチューブにＰＮ型ダイオードを形成することも可能である。
　例えば、ナノチューブを成長する工程で、多結晶シリコン層と同じ導電型の不純物を導
入して、さらに、上端部から導入する不純物の導電型を多結晶シリコン層とは反対導電型
に切り替える方法や、ナノチューブを成長させた後に、上端部に多結晶シリコン層とは反
対導電型の不純物を高濃度でイオン注入する方法等により、ナノチューブにＰＮ型ダイオ
ードを形成することが可能である。
【００５６】
　本発明のセンサは、本発明の太陽電池と同様の構成のダイオードを備えている。
　従って、上述した本発明の太陽電池の各実施の形態と同様の層構造によって、センサを
構成することが可能である。
　本発明のセンサは、多結晶シリコン層とその上のナノチューブによりダイオードが構成
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されているので、ナノチューブが縦方向の結晶性に優れ、キャリアの移動度が高いことか
ら、光電変換の効率を高めてロスを少なくすることができるので、センサの感度を向上す
ることができる。
　なお、センサは、その用途によって、必要とされる光電変換効率や感度が異なるため、
太陽電池と比較して、光電変換効率や感度が低くても構わない場合がある。その場合、例
えば、下層の電極層の反射率を高くする必要がない等、太陽電池とは若干構成が変わるこ
とがある。
【００５７】
　本発明のダイオードは、本発明の太陽電池や本発明のセンサを構成するダイオードと、
同様の構成である。
　本発明のダイオードは、多結晶シリコン層とその上のナノチューブにより構成されてい
るので、ナノチューブが縦方向の結晶性に優れ、キャリアの移動度が高いことから、ダイ
オードに流れる電流量を増やすことや、ダイオードの動作を速くすることが可能になると
考えられる。
　また、ナノチューブが縦方向に伸びているので、薄膜トランジスタのシリコン層にダイ
オードを形成した場合や、シリコン基板にダイオードを形成した場合と比較して、ダイオ
ードが占める面積を低減することができる。これにより、ダイオードを含む装置を集積化
することができ、ダイオードを含む装置の小型化を図ることが可能になる。
【００５８】
　本発明のダイオードの製造方法は、前述した太陽電池の第１の実施の形態の製造方法と
同様に、基板上に形成した、不純物をドープしたシリコン層を結晶化して、比較的粒子の
大きい多結晶シリコン層を形成し、その上にナノチューブを成長させる。そして、ナノチ
ューブの上端部に多結晶シリコン層とは逆導電型の不純物をイオン注入する。これにより
、キャリアの移動度が高く、占有する面積の小さいダイオードを製造することができる。
【００５９】
　なお、本発明のダイオードの製造方法を応用して、トランジスタを製造することも可能
である。
　例えば、ナノチューブの成長工程において多結晶シリコンとは逆導電型の不純物をドー
プし、その後、ナノチューブの上端部に多結晶シリコン層と同じ導電型の不純物をイオン
注入することにより、ＭＯＳ型トランジスタのチャネル領域とソース・ドレイン領域とを
形成することが可能である。
　そして、前記特許文献２等に記載されている方法によって、ナノチューブの側面に絶縁
膜（酸化膜や窒化膜）を形成することにより、ゲート絶縁膜を形成することができる。
　さらに、この絶縁膜の外側にゲート電極となる電極層を形成することにより、ＭＯＳ型
トランジスタを製造することができる。
【００６０】
　上述した各実施の形態では、絶縁性基板１上にナノチューブを形成していたが、本発明
の太陽電池、センサ、並びに、ダイオードでは、絶縁性基板に限らず、任意の基板を使用
することが可能である。例えば、金属製基板等の導電性材料から成る基板や、半導体材料
から成る基板も、使用することが可能である。
　例えば、上述した第２の実施の形態の絶縁性基板１を、導電性材料や半導体材料から成
る基板に変えた構成では、酸化シリコン層７で基板と金属電極層２とを絶縁することがで
きる。
【００６１】
　上述した本発明の太陽電池の第３の実施の形態では、ナノチューブ４の上にアモルファ
スシリコン層８を形成したタンデム構造であった。本発明の太陽電池の構成、本発明のダ
イオードの構成及びダイオードの製造方法は、さらに変換効率を上げるために、２段のタ
ンデム構造にも適用することが可能である。
　例えば、全体を薄くして効率を良くするために、ナノチューブの上に薄膜アモルファス
シリコン（ｓｉ：Ｈ）によるＰＩＮダイオード素子を２段で積層させれば良い。このとき
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、ナノチューブも含む３段のダイオードの全体の薄膜の厚さ（ナノチューブ及び薄膜アモ
ルファスシリコンの合計の厚さ）を３μｍ以下（例えば、２μｍ）とすることが望ましく
、さらに２μｍ以下とすることがより望ましい。このように２段のＰＩＮダイオード素子
を有するタンデム構造を形成することにより、開放端電圧を大きくすることができ、かつ
短絡電流を増やすことができる。また、赤色光や赤外領域の光もうまく吸収することがで
きるため、変換効率を大きくすることができる。なお、１段の薄膜アモルファスシリコン
（ｓｉ：Ｈ）の膜厚は０．５μｍ程度でよい。
【００６２】
　本発明は、上述の実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範
囲でその他様々な構成が取り得る。
【符号の説明】
【００６３】
　１　絶縁性基板、２　金属電極層、３　多結晶シリコン層、４　ナノチューブ、５　透
明電極層、６　金属電極層、７　酸化シリコン層、８　アモルファスシリコン層、１０，
２０，３０　太陽電池

【図１】 【図２】
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【図５】
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